
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安倍内閣の新型コロナウイルス感染症対策 
（主な施策） 

2 雇用 

（1）従業員を休業させている雇用主の方 
雇用調整助成金(R2一次・二次補正)【事業規模：8,407億
円】 
・支給額：日額 8,330円から 15,000円へ引き上げ、月額上限

33万円 
・適用要件：令和 2年 6月 12日手続き開始、中小企業 4/5、企 

業 2/3 
●解雇等を行わない中小企業の助成率 
・適用要件：雇用保険被保険者以外の労働者にも適用 10/10 
 
 
 
 
 
 

3 生活・家計 
（1）特別定額給付金【事業規模：12兆 8,802億 1,400万
円】 
●一律全ての国民に 1人(R2一次補正) 
・支給額：10万円 
・適用要件：令和 2年 4月 20日閣議決定、基準日（令和 2年 4

月 27日）住民基本台帳に記載されているもの 
（2）収入が少ないひとり親世帯の方 
臨時特別交付金 
●低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金(R2二次補正) 
【事業規模：1,365億円】 
・支給額：一世帯 5万円 
＊第 2子以降 1人につき 3万円を加算 
＊収入が減少した場合：一世帯 5万円加算 
・適用要件：令和 2年 6月 12日から開始、児童扶養手当受給が
原則、家計収入減には追加支給あり 

（3）子供の小学校休校への対応 
小学校休業等対応助成金・支援金 
●従業員に有給休暇を取得させた事業者助成金(R2一次・二次補
正) 
・支給額：日額 8,330円から 15,000円へ引き上げ 
・適用要件：4月 1日以降に取得は引き上げ、2月 27日から 9

月 30日 
●就業できなかったフリーランス向け支援金(R2一次・二次補正) 
・支給額：日額：4,100円から 7,500円へ引き上げ 
・適用要件：4月 1日以降に取得は引き上げ、2月 27日から 9

月 30日 

4 教育 

（1）保育所等におけるマスク購入等の感染拡大防止対策に係
る支援(R2一次・二次補正) 
●市区町村等が保育所等に配布する子ども用マスク、消毒液等の
卸・販社からの一括購入等や保育所等の消毒に必要となる経費を補
助【事業規模：343億円】 
・支給額：1施設あたり 50万円以内 
・適用要件：職員の研修受講、かかりまし経費。感染防止のための

相談事業等の分積み増し。 
（2）幼稚園におけるマスク購入等の感染拡大防止対策に係る
支援(R2一次・二次補正) 
●都道府県等が幼稚園に配布する子ども用マスク、消毒液等の卸・
販社からの一括購入等や幼稚園の消毒に必要となる経費を補助 
【事業規模：66億円】 
・支給額：1施設あたり 50万円以内 
・適用要件：感染症対策の取組徹底による業務量増への対応の積

み増し。 
（3）GIGAスクール構想の加速による学びの保障(R2一次
補正)【事業規模：2,292億円】 
・適用要件：ICTの活用によりすべての学生の学びを保証 

①児童生徒の端末整備支援 (R2一次補正) 
・「1人 1台端末」の早期実現【事業規模：1,951億円】 
・エンタ障害のある児童生徒のための入出力支援装置整備【事業

規模：11億円】 
②学校ネットワーク環境の全校整備(R2一次補正)【事業規模：71
億円】 
③GIGAスクールサポーターの配置(R2一次補正)【事業規模：
105億円】  

（※裏面へ続く） 

（2）事業主から休業手当を受け取っていない方 
休業支援金(直接支援金)(R2二次補正)【事業規模：5,442 
億円】 
・支給額：月額賃金の８割(上限３３万円) 
・適用要件：まずは雇用調整助成金を検討。日額 1万 1,000円を 
上限に、休業前賃金の 8割が支給、令和 2年 7月 10日より申
請受付 

1 地域・医療 

（1）地域医療体制のさらなる整備・感染拡大防止の推進 
緊急包括支援交付金(R2一次・二次補正)【事業規模：2兆
2,290億円】 
①重点医療機関の病床確保【事業規模：4,728億円】 
・適用要件：令和 2年 6月 12日拡充  

②医療・介護・障害福祉従事者等への慰労金支給【事業規模：4,429
億円】 
●受入病院等の役割を設定された医療機関(R2二次補正) 
・実際に診療を行った医療機関の職員支給額：20万円(1人当た

り) 
・それ以外の医療機関の職員支給額：10万円(1人当たり) 
・適用要件：都道府県から役割を設定された医療機関で患者と接

する医療従事者等 
●感染者が発生又は濃厚接触者に対応した介護・障害福祉事業所の
職員(R2二次補正) 
・支給額：20万円(1人当たり) 
・適用要件：感染症発生又は濃厚接触者に対応した施設等に勤務

し利用者と接する職員 
●その他の医療機関介護・障害福祉事業所の職員(R2二次補正) 
・支給額：5万円(1人当たり) 
・適用要件：感染症発生又は濃厚接触者に対応した施設等に勤務

し利用者と接する職員以外の介護等の職員 
③疑い患者受け入れ救急病院等の院内感染防止対策(R2二次補
正)【事業規模：1,518億円】 
・支給額：上限 2,000万円(99床以下)、上限 3,000万円

(100床以上)、上限 3,000万円(100床ごとに) 
・適用要件：事前に選定・登録（簡易陰圧装置、簡易ベッド、簡易診

察室、HEPAフィルター付き空気清浄機、HEPAフィルター付きパ
ーテーション、個人防護具、消毒経費等） 
④医療機関・薬局等の感染拡大防止等の支援等(R2二次補正)【事
業規模：2,589億円】 
・支給額：病院：200万円＋5万円×病床数、有床診療所(医科・

歯科)：200万円、無床診療所(医科・歯科)：100万円、薬局、訪問
看護ステーション、助産所：70万円 
・適用要件：感染拡大防止対策や診療体制確保などに要する費用 

（2）医療機関等への医療用マスク等の優先配布事業(R2当・
二次補正)【事業規模：6,059億円】 
・適用要件：感染症指定医療機関、急性期病院、備蓄がない医療機 

関、医師会・歯科医師会・薬剤師会・保健所、介護施設等 
（3）ワクチンの開発強化、早期実用化に向けた体制整備 
治療薬・ワクチンの開発(R2一次・二次補正)【事業規模：
2,806億円】 
・適用要件：開発資金援助 

（4）コロナ対応を行う医療機関等への資金繰り支援 
福祉医療機関 
●無利子・無担保等の危機対応融資の拡充 
・適用要件：令和 2年 6月 12日より 

（5）地方における様々な対応・取り組みを支援 
地方創生臨時交付金(R2一次・二次補正)【事業規模：3兆
円】 
・適用要件：一次で 1,788地公体から実施計画 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（令和２年８月１1日現在）《討議資料》 

 

（※表面の続き） 
④緊急時における家庭でのオンライン学習環境の整備(R2一次補
正) 
・家庭学習のための通信機器整備支援【事業規模：147億円】 
・学校からの遠隔学習機能の強化【事業規模：6億円】 
・「学びの保障」オンライン学習システムの導入【事業規模：1億円】  

※上記 1.2.3.4.に関しては市町村や学校法人の申請を都道府県が
とりまとめ、文科省へ。 
（4）学生支援緊急給付金(家庭から独立し、アルバイト収入に
より学費等賄っている学生の方)(R2二次補正) 
・支給額：10万円 
・適用要件：令和 2年 6月 12日成立、学校から日本学生支援機

構へリスト提出 
・支給額：20万円（住民税非課税世帯の学生） 
・適用要件：指定された教育機関の指定された学生のみ 

（5）授業料等減免(R2一次・二次補正)【事業規模：153億
円】 
・適用要件：令和 2年 6月 12日成立、家計急変後の所得見込み

で判定、＊国立大学 約 1.2万人 補助率 10/10(想定)、＊私立大
学 約 5.3万人 補助率 2/3(想定) 
（6）学校の再開支援 
●感染症対策と学びの保障(R2一次補正) 
・支給額：一校当たり 100万円～300万円（※感染状況等に応じ

て加算あり） 
・適用要件：全ての小学校、中学校、高等学校、特別支援学校等、 

公立・私立 1/2、国立 10/10 

6 金融 

（1）資金繰り対策【事業規模：15兆 4,760億円】 
①〈無利子・無担保融資〉 
1）政策金融公庫・商工中金 
●国民生活事業(R2当・二次補正) （令和 2年 6月 12日より準
備・拡充） 
(融資限度額)6,000万円⇒8,000万円 
・適用要件：個人事業主、要件なし、小規模事業主 売上高 15％減 

(無利子枠)3,000万円⇒4,000万円 
・適用要件：借り入れ後当初 3年間 

●中小企業事業(R2当・二次補正) 
(融資限度額)3億円⇒6億円 
・適用要件：中小事業主売上高 20％減 

(無利子枠)1億円⇒2億円 
・適用要件：借り入れ後当初 3年間 

2）民間金融機関 
●無利子枠(R2一次・二次補正)3,000万円⇒4,000万円（令和
2年 6月 12日より準備・拡充） 
・適用要件：SN4・5号、危機対応融資活用 

②大企業・中堅向け融資(シニア) 政策金融公庫・商工中金 
・適用要件：令和 2年 6月 12日より準備・拡充）最近 1ヶ⽉の売

上⾼が前年⼜は前々年の同期⽐5％以上減少 
●中企業には(R2二次補正)▲0．5％利下げ(当初 3年間) 
③〈無利子・無担保等の危機対応融資〉福祉医療機関 
●貸付限度額の引き上げ(減収額に応じた拡充)(R2当・二次補正)  
・支給額：病院：7.2億円～、診療所：4,000万円～ 
・適用要件：令和 2年 6月 12日から、病院：7.2億円～、診療

所：4,000万円～と「前年同月からの減収額の 12倍」のいずれか
高い金額 
●医療機関の無利子・無担保枠(減収額に応じた拡充)(R2当・二次
補正) 
・適用要件：当初 5年間の無利子範囲 

④〈資本性資金による支援〉劣後ローン(R2二次補正) 
●大企業・中堅企業向け 
政策投資銀行・商工中金 
・適用要件：令和 2年 6月 12日から手続き開始、将来成⻑の可

能性が⼗分にある地域経済にとって重要な事業者等、▲0．5利下
げ(当初 3年間) 
●中小・小規模企業向け 
政策金融公庫等・商工中金/5年 1ヶ⽉、10年、20年（期限⼀括償
還）、当初 3年間の金利(0.5％または 1.05％)、その後▲2％程度
利下げ(既存商品比) 
（2）サプライチェーン対策のための国内投資促進事業費補助
金(R2一次補正)【事業規模：2,200億円】 
・適用要件：令和 2年 7月 22日で締め切り、大企業 1/2以内、

中小 2/3以内 
（3）海外サプライチェーン多元化等支援事業(R2一次補正)
【事業規模：235億円】 
・適用要件：(一次)令和 2年 6月 15日で締め切り、(二次)詳細

未定、大企業 1/2、中小 2/3、中小グループ 3/4×調整指数 

5 企業 

（1）家賃支援給付金(R2二次補正)【事業規模：2兆 242億
円】 
・支給額：(法人)最大 600万円、(個人)最大 300万円 
・適用要件：令和 2年 7月 14日申請受付開始、ひと月の売り上

げ減 50％または 3ヶ月で 30％減、月額上限/給付金(月額)×6 ヶ
月分 
（2）持続化給付金(R2一次・二次補正・二次補正予備費)【事
業規模：5兆 1,150億円】(内 R2二次補正予備費：9,150
億円)令和 2年 8月 7日に二次補正予備費活用決定(追加
80万件分) 
①中小法人等(R2一次補正) 
・支給額：最大 200万円 
・適用要件：令和 2年 5月 1日から令和 3年 1月 15日まで 

②個人事業者(R2一次補正) 
・支給額：最大 100万円 
・適用要件：一月の売上前年同月比 50％減 

③フリーランス(R2二次補正) 
・支給額：最大 100万円 
・適用要件：2019年以前から売上あり、今後も継続 
⇒収入を雑所得や給与所得として申告し、事業を行っている方 

④新規創業者 
・支給額：(法人)最大 200万円(個人)最大 100万円 
・適用要件：令和 2 年 1～3 月に創業した事業者に支給対象を拡

大(R2二次補正) 
（3）中小・小規模事業者 
持続化補助金(R2 一次・二次補正)【事業規模：1,700 億円】
(但し、ものづくり補助金・IT導入補助金を含む) 
・支給額：最大 100万円から 150万円へ引き上げ 
・適用要件：コロナ特別対応型、事業再開 10/10、追加対策 2/3、

3/4、10/10 
（4）農林漁業者の方 
経営継続補助金(R2二次補正)【事業規模：２００億３,７00万
円】 
・支給額：最大１５０万円（補助率 ３/４） 

（5）芸術家・アスリート(個人・団体)の方 
緊急総合支援パッケージ 
①フリーランス・団体等(R2二次補正) 
・支給額：最大１５０万円が補助されます。＊簡易な手続きの場合２

０万円程度を支援 
・適用要件：個人や団体の文化芸術関係者対象、団体は概ね常時

使用する従業員の数が２０人以下、実施期間/令和２年２月２６日
（水）～１０月３１日（土） 
②文化芸術団体の収益力強化(R2二次補正) 
・支給額：１事業１５０万円～２，５００万円 
 
 
 
 

（6）地域公共交通事業者 
感染防止対策補助金(R2当) 
大規模感染リスクを低減するための高機能喚起設備等の導入支援
事業(R2一次補正) 
・支給額：補助率１/２(１００万円までは定額で補助) 
・適用要件：車両・船舶・航空機における抗菌・抗ウイルス対策のた

め 
●飲食店等への換気設備をはじめとする高効率機器等の導入支援
【事業規模：３０億円】 
・適用要件：令和 2年 6月 12日公募開始(決定済み） 
・適用要件：中小 2/3・その他 1/2、補助対象は民間事業者・団体 

（7）サプライチェーン改革・生産拠点の国内投資も踏まえた
脱炭素社会への転換支援事業(R2一次補正)【事業規模：50
億円】 
・適用要件：令和 2年 6月 30日公募開始(第一次) 

●脱炭素化の推進や防災に資するオンサイト PPAモデル等による
自家消毒型太陽光発電設備等の導入支援 
・適用要件：補助対象は民間事業者、太陽光発電設備等：定額(4～

6万円/kW)、蓄電池:定額(2万円/kWh又は 3万円/kW)、工事
費の一部 

環境副大臣 
衆議院議員 

自民党大阪１１区支部事務所 
〒573-0022 大阪府枚方市宮之阪 1－23－12 1A 
TEL：072-845-4403 FAX：072-845-4404 

 佐藤 ゆかり 


